
 

第６回 県庁の働き方・職場環境改革推進会議 

次第 

 
令和６年６月１４日（金） 

１０:００ ～ １１:００ 

於 第１会議室 

 
 

１． 知事挨拶 

 

２． 出先機関との意見交換 

・奈良県税事務所【資料１】 

・五條土木事務所【資料２】 

 

３． 令和６年度の主な取組 

・育児休業の取得促進【資料３】 

・人事評価制度の見直しと課長級への昇任基準の導入【資料４】 

・職員の業務権限の見直し【資料５】 

 

４．ジェンダー平等推進ワーキング・グループの設置【資料６】 

 

 



奈良県税事務所（所長 野田善方）
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資料１

概 要

○管轄区域

・奈良市、大和郡山市、天理市、生駒市、生駒郡、山添村の４市４町１村

・奈良市の旧市街地に庁舎があり、交通の便も良く来庁者が多い。

・関係する官公署にも近く、調査業務等において利便性がある。

○指標

・面積：577㎢（県全体の15.6％） ・人口：約68万人（県全体の52.6％）

・税収：約564億円（県全体の44.2％）※R4決算ベース

○職員数 34名（会計年度任用職員7名含む）

・総務課：庶務管理、納税証明交付、総合庁舎管理 1係で5名

・課税課：法人県民税・事業税、個人事業税、不動産取得税等の

申告相談や課税業務 3係で19名

・徴収課：納税相談、滞納処分、管内市町村徴収支援 2係で8名

担当業務及び職員数

特 徴



奈良県税事務所（所長 野田善方）
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課題と取組

【職員のメンタルヘルス及びモチベーション維持】

【徴税吏員の人材育成】

・窓口・電話対応のプレッ
シャーやクレーム対応へ
のストレス

・４０歳未満の職員による若手勉強会。

・国税ＯＢ採用による徴収業務の支援・指導。

・税務専門員の募集により税務に特化した人

材確保。

・ベテラン職員の定年退職

や短期スパンの人事異動

等により専門的知識や経

験豊富な職員（徴税吏

員）の減少

・メンタル不調や家庭事情のある職員への

業務配慮及び所内全体での支援。

・所長と定期的に個別面談し公私の悩み事を

共有することで、職員の心理的負担を軽減

し、働きやすい職場を目指す。



奈良県税事務所（所長 野田善方）
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課題と取組

【税務のＤＸ化推進】

・大量反復的に行う課税・徴収業務の

効率化を進め、ミスや見落としを

減らす。

・関係機関への照会等のデジタル化や、

税務申告・納税証明等の電子化の普

及によりペーパーレス化を促進。

・Ｒ８．９月の新税務システム導

入に向け進めており、これに併

行して働き方改革の検討。

【庁舎管理業務の負担軽減】

・事務職員のため電気・機械等の技術

的知識に乏しく、施設・設備も老朽

化しており応急対応も必要で苦慮し

ている。

・今年度より、管財課に庁舎の

維持管理について協力を受けな

がら対応していく。

【参考】奈良県税→ 奈良総合庁舎

自動車税→ 郡山総合庁舎

中南和県税→橿原総合庁舎を維持管理



①広大な面積を管轄することから、十津川村上野地に分所を設置

②令和3年12月に新庁舎(五條市岡口)に移転（国、県、市の合同庁舎)

③管轄区域の大部分が山間地域であり、道路交通が唯一の交通手段

④奈良県庁⇔五條庁舎⇔十津川庁舎(それぞれ４０ｋｍ）

五條土木事務所（所長 浜本雄司）

４

資料２

管内の地勢・特性

○管轄区域

五條市（旧西吉野村、旧大塔村)、野迫川村、十津川村

○人口 29,333人(奈良県全体の約2.3%)

○面積 1,119.3km2(奈良県全体の約30.3%)

事務所の特徴

○職員数 76人

※岡口庁舎 技術職員18人、事務職員21人、技能職員2人、会計年度

任用職員7人 計48人

※上野地庁舎 技術職員18人、事務職員0人、技能職員1人、会計年度

任用職員9人 計28人



五條土木事務所（所長 浜本雄司）
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課題と取組

【庁舎間移動の時間短縮】
・ＷＥＢ会議環境の充実

現状の環境では、40分以内のWEB会議は可能
であるが、インターネット専用端末のライ
センスを取得するなどして長時間の打合せ
を可能とする。

両庁舎に大画面ディスプレイを設置し、両
庁舎間での打合せを可能とすることを検討。

・十津川庁舎と五條庁舎間の
移動に往復２時間かかって
しまい、打合せ時などの移
動に担当職員の負担増

・行政文書の開示請求に伴

う決定通知書の知事印

押印のために県庁までの

往復に２時間かかってしま

い、担当職員の負担増

・知事印の印影施行

今年度、入札制度の改正に伴い、金入り設

計書の開示請求件数が増大している状況。

事務の効率化のために知事印の印影施行が

出来ないかを検討。



６

・ペーパレス会議の推進

令和５年度より、会議時に、自分のパソコ
ンを使用し、会議のペーパレス化、効率化
を推進

・LINEグループを活用した情報共有

緊急時、災害時に限り、グループLINE
(事務所全体、管理職etc.）による迅速か
つ正確な情報共有を実施。

※ただし、各職員の任意協力による

五條土木事務所（所長 浜本雄司）

・業者選定審査会や事業進捗
会議などに大量の資料が必
要となり、その準備に多く
の時間を割くことになる。

【会議環境の改善】

【水防時、緊急時の迅速な情報伝達】

課題と取組

・水防時や緊急時にリアルタ
イムで、情報を共有し、災
害情報や通行止め情報を職
員間で共有し、関係機関へ
情報伝達する必要がある。



目
標

（～
Ｒ
７
）

＜奈良県行政運営の基本計画＞
・男性の育児休業について、家族や本人の
多様なニーズに対応しつつ、 希望する職員
の取得率 ： 100%

＜奈良県特定事業主行動計画＞

・男性の育児休業取得率 ： ５０％
(うち１ヶ月超 ： ２５％)

＜（仮称）奈良県こどもまんなか未来戦略＞

・育休取得、短時間勤務、フレックスタイム、
テレワークなど多様な働き方のメニューを
活用し、子育てに関与する率 ： 100％

知事部局等

＜奈良県教育委員会特定事業主行動計画＞

・男性の育児休業取得率 (取得期間２週間超)

： 30％

＜奈良県警察におけるワークライフバランス等

推進のための取組計画>

・男性の育児休業取得率 ： ５０％

男
性
の
育
休
取
得
率

【Ｒ５】 5８.８%（速報値）

【Ｒ４】 35.6% 
（うち1ヶ月超：【R5】47.1％

【R4】19.5%)

R4全国平均：56.2％

育児休業の取得促進
１． 目標と現状

【Ｒ５】 47.2%

教育委員会 警察本部

【Ｒ5】 36.8%
【R4】 20.6%

（うち2週間超：【R5】34.8%
【R4】18.9%)

Ｒ４全国平均：１７.０％

資料３
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育児休業の取得促進

２．アンケートから浮かび上がった課題等

ほぼ全ての職員が、

男性が育児休業を取得することに

メリットを感じている

（2） 男性が育児休業を取得するメリット

・職員の約9８％が、子育ての喜びを感じながら、夫婦で協力し合って育児に取り組むことに
メリットを感じている

（３） 男性の育児休業の取得が伸び悩む理由とその対策

・伸び悩む理由は、「職場に迷惑をかけるという不安」や「周囲の理解が得られるかどうかの不安」、
「職場の雰囲気」が上位

・希望する対策は、「雰囲気づくり」のほか、「代替職員の確保」、「多めの人員配置」、「柔軟な人事
異動」といった人事対応が上位

人員体制が十分でないため、職場に

迷惑がかかるという考えや雰囲気が

生まれ、育児休業の取得を躊躇する

(4) 男性の育児休業の取得希望期間

・(知事部局等）代替職員の配置対象としていない５ヶ月未満の育休取得を希望する職員が約半数
・（教委・警察） ２週間以上の育休取得に対して代替職員を配置することとしているが、「育児休業

の取得により職場に迷惑をかける」という不安等から、希望期間と取得期間に乖離

希望する育児休業期間に応じて

代替職員を柔軟に配置することが課題

(5) 女性の育児休業取得

・女性の育児休業取得率は100％であるが、約4分の1が支援や取組等に「不満」と回答
・男性の対策と同様、必要な対策は、「雰囲気づくり」のほか、「代替職員等の確保」、「多めの人員
配置」、「柔軟な人事異動」といった人事対応が上位

雰囲気づくりと人事対応により

満足度を向上させることが必要

※（1）～（5）のアンケート集計結果はP.10～11参照

知事部局等・教育委員会・警察本部の全職員を対象に、育児休業取得に関するアンケートを実施

【実施期間】 R６.５.９～R6.5.23       【回答数／対象人数（率）】知事部局等 ：2,495人／ 4,750人（52.5％）
教育委員会 ：4,416人／１１,０４６人（40.0％）
警察本部 ：1,944人／ 2,923人（66.5％）
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周りの職員、男性自身・パートナーも

男性の育児休業の取得に前向き

（１） 男性の育児休業取得に対する考え

・職場の周りの職員（上司・同僚・部下）の約90％が、「男性に育児休業を取得してほしい」と回答
・男性自身・パートナーの約85％が「育児休業を取得したい／取得してほしい」と回答



・子が生まれる予定の男性職員（対象職員）と所属長が

確実に面談を

行い、ともに育児休業取得の計画を作成することに

より、職場内での

コミュニケーションを促進

育児休業の取得促進

３． 育児休業取得促進の取組

取得予定の早期かつ確実な把握

知事部局等 警察本部

〇 子が生まれる予定の職員（対象職員）は、

所属長にその旨を必ず報告

○ 所属長が対象職員に制度周知・取得勧奨

○ 配偶者とともに「子育て計画書」を作成

※配偶者によるサイン必須

〇 「子育て計画書」をもとに所属長と面談

○ 各部の組織・人事管理責任者が「子育て計画

書」を確認

○ 各部の組織・人事管理責任者が行人課に

「子育て計画書」を提出

〇 「子育て計画書」により、人事担当課（行人課、

人事課）は、早期に育休取得予定者、取得期

間等を把握

〇 取得期間に応じて柔軟に人事配置できるよう、

組織・体制、人事配置の方法等を見直し

※具体的な人事配置等の方法は今後検討

２週間以上取得する場合、講師を補充

○ 早めのヒアリングにより、計画的な補充教員
配置計画を立案

○ 配偶者の産後２ヶ月以内に取得する場合、
２週間以上から講師補充（Ｒ３～）

○ 補充教員は常勤講師を原則とするが、応募
状況により非常勤講師も任用可能（R5～）

○ 12月31日～3月３0日に育休期間が終了す
る場合、年度末まで補充講師の任用可能
（R5～）

取得率の向上

【R4】２０．６％ ⇒ 【R5】３６．８％

〇 早めのヒアリングにより、育休取得予定者、

取得期間等を早期把握

○ 対象職員への制度周知・取得勧奨

教育委員会

柔軟な人事配置

取得予定の早期かつ確実な把握

【現在の取組】

柔軟な人事配置

育児休業等支援要員派遣制度の構築

【現在の取組】

○ 警察署等で勤務する警察官が育児休業等を

取得する場合に、警察本部の所属から支援

要員を派遣し、育児休業等職員の代わりに

通常業務や当直勤務に従事（Ｒ６～）

※ 組織内で人員補完
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取得率の向上

【R5】37.5% ⇒ 【R6】110.0%

育児休業者８名に対して、延べ15名を派遣

（R6.4.1～5.31）

※ 前年度同期比（4.1～5.31）

※ 取得率 ＝
期間中に育児休業を開始した職員数

期間中に子が生まれた職員数
×100

【新たな取組（案）】



育児休業の取得促進

職場の上司・同僚・部下が育児休業を取得することに
ついて

知事部局等 教育委員会 警察本部

取得してほしい 52.1% 54.6% ５５.８％

どちらかと言えば取得してほしい 36.7% 37.2% 31.9%

どちらかと言えば取得してほしくない 9.5% 7.0% 10.1%

取得してほしくない 1.7% 1.2% 2.2%

男性は自身、女性はパートナーの育児休業取得について 知事部局等 教育委員会 警察本部

積極的に取得したい／積極的に取得してほしい 47．3% 47.3% 46.9%

できれば取得したい／できれば取得してほしい 40.6% 39.1% 37.2%

あまり取得したくない／あまり取得してほしくない 9.3% 10.5% 11.0%

取得したくない／取得してほしくない 2.8% 3.0% 4.9%

（１） 男性の育児休業取得に対する考え

（2） 男性が育児休業を取得するメリット

男性が育児休業を取得するメリット 知事部局等 教育委員会 警察本部

妻の家事・育児の負担を減らすことができる 25.1% 23.3% 28.1%

子育ては夫婦で一緒にするものという認識を持てる 24.6% 24.7% 24.3%

子どもとのかけがえのない時間を過ごすことができる 21.7％ 23.5% 21.7%

子育ての喜び・大変さを知ることができる 20.2% 21.1% 18.9%

妻の復職を早めることができる 6.7% 6.3% 4.5%

メリットは感じない 0.7% 0.4% 1.4%

その他 1.0% 0.7% 1.0%

【参考】アンケート集計結果 （一部抜粋）

（３） 男性の育児休業の取得が伸び悩む理由とその対策

男性の育児休業の取得が伸び悩むと思われる理由 知事部局等 教育委員会 警察本部

休むと業務に支障をきたし、職場に迷惑をかけるという不安 27.7% 27.6% 28.7%

収入が減少することへの不安 （※） 15.5% 17.6% 16.0%

周囲の理解が得られるかどうかの不安 15.2% 15.3% 14.9%

職場の中で男性が育児休業を取得するという雰囲気が不足 15.0% 17.0% 16.0%

人事評価や昇進への影響の懸念 8.5% 4.1% 5.6%

両親や義父母など、家族からのサポートにより対応可能 3.6% 5.0% 5.3%

申請手続きの煩雑さ 3.5% 3.6% 3.0%

育児休業を取得する必要性を感じないため 3.2% 3.5% 3.5%

有給休暇等の取得で対応可能 2.8% 2.1% 4.2%

テレワークやフレックス制の活用により対応可能 2.8% 1.9% 1.0%

その他 2.2% 2.4% 1.9%

男性の育児休業取得に必要と思われること、
希望する対策

知事部局等 教育委員会 警察本部

代替となる職員の人員確保を強化する 15.1% 15.7% 13.4%

育児休業を取得しやすい職場の雰囲気をつくる 15.1% 14.7% 16.2%

育児休業取得を見込んで多めに職員を配置する 10.4% 10.7% 9.1%

収入減少に対する不安を払拭する（※） 9.2% 10.4% 8.7%

上司からの育児休業の取得促進を強化する 8.3% 7.5% 11.1%

柔軟に人事異動を行う 8.2% 6.1% 7.2%

育児休業制度について分かりやすく周知する 7.0% 9.7% 8.7%

育児休業取得に係る申請手続きの簡略化を行う 6.4% 6.6% 5.8%

前例となる育児休業を取得する男性職員を増やす 6.0% 5.4% 5.6%

育児休業取得の義務化を行う 4.5% 3.6% 4.9%

育児休養を取得した（しようとしている）人同士の情報交換の場を
つくる

4.5% 4.4% 3.6%

出産、育児等について気軽に相談できる窓口を設置する 3.8% 4.5% 4.2%

その他 1.3% 0.7% 1.5%10



(5) 女性の育児休業の取得

育児休業の取得促進

女性の育児休業取得に必要と思われること、
希望する対策

知事部局等 教育委員会 警察本部

代替となる職員の人員確保を強化する 16.1% 16.7% 14.2%

育児休業を取得しやすい職場の雰囲気をつくる 14.8% 14.3% 16.7%

育児休業取得を見込んで多めに職員を配置する 11.3% 11.6% 9.8%

収入減少に対する不安を払拭する（※） 9.2% 11.2% 7.5%

柔軟に人事異動を行う 9.0% 7.0% 8.4%

育児休業取得に係る申請手続きの簡略化を行う 6.9% 6.8% 5.9%

上司からの育児休業の取得促進を強化する 6.9% 6.4% 9.5%

育児休業制度について分かりやすく周知する 6.9% 8.7% 8.2%

出産、育児等について気軽に相談できる窓口を設置する 5.8% 6.1% 6.2%

育児休養を取得した（しようとしている）人同士の情報交換の場
をつくる

5.1% 4.5% 4.5%

育児休業取得の義務化を行う 3.7% 3.2% 4.8%

育児休業を取得する女性職員の前例を紹介する 3.6% 2.9% 3.3%

その他 0.7% 0.5% 0.9%

職場の上司・同僚・部下が育児休業を取得する際の
支援や取組等について

知事部局等 教育委員会 警察本部

満足 ２７.９％ 30.6% 37.9%

やや満足 48.2% 47.1% 42.3%

やや不満 17.8% 16.2% 14.3%

不満 6.1% 6.0% 5.6%

【参考】アンケート集計結果 （一部抜粋）

（※） 産後８週（産後パパ育休）以内に1４日以上の育休を取得した場合、28日を上限に給付率を67％を８０％に引き上げ
⇒ 手取り額が実質１０割に （Ｒ７年度～）

(4) 男性の育児休業の取得希望期間

男性自身・パートナーが希望する男性の育児休業
取得期間

知事部局等 教育委員会 警察本部

１週間未満 1.1% 0.4% 4.2%

１週間以上２週間未満 3.6% 1.6% 14.3%

２週間以上１ヶ月未満 10.6% 6.0% 28.5%

１ヶ月以上３ヶ月未満 27.1% 19.7% 25.7%

３ヶ月以上６ヶ月未満 21.4% 20.1% 11.0%

６ヶ月以上９ヶ月未満 7.1% 7.7% 2.6%

９ヶ月以上１年未満 10.0% 14.8% 4.0%

１年以上 19.2% 29.6% 9.7%

男性自身・パートナーが実際に取得した育児休業期間 知事部局等 教育委員会 警察本部

１週間未満 6.6% 8.1% 29.5%

１週間以上２週間未満 5.3% 3.1% 18.1%

２週間以上１ヶ月未満 16.7% 8.1% 15.0%

１ヶ月以上３ヶ月未満 30.4% 12.7% 12.2%

３ヶ月以上６ヶ月未満 14.5% 11.0% 5.9%

6ヶ月以上9ヶ月未満 5.7% 6.1% 0.8%

９ヶ月以上１年未満 9.3% 14.9% 5.5%

１年以上 11.5% 36.0% 13.0%
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１．管理職の人事評価制度の見直し 

    【課題】職場環境の改善の取組（ハラスメントの防止等）やコンプライアンスの遵守（不適正な事務処理の解消等）を、より適 

切に評価できる制度に見直す必要がある。 

   【対応】モニタリング調査と 360度評価を本格実施し、管理職の働き方・職場環境改革に係る取組を評価するとともに、コンプ 

ライアンスの遵守についても、より適切に評価できる人事評価制度に見直す。 

 

２．課長級への昇任基準の導入 

  【課題】働きやすく風通しの良い職場づくりに逆行する職員やコンプライアンスを遵守できていない職員を管理職としないこと 

や、県政諸課題の解決や職場環境の改善に向けて成果をあげた職員を昇任させることを制度的に担保する必要がある。 

【対応】課長級への昇任について、客観的指標に基づく要件を設定し、人事配置の検討過程では、当該要件に基づき、昇任の 

可否を検討する。 

 

３．管理職のスキルアップを支援 

   【課題】自身が獲得すべきスキルを明確化し、主体的かつ計画的なスキルアップを可能とするしくみを導入する必要がある。 

   【対応】職に求められるスキルレベルと自身のスキルレベルのギャップを可視化することで、管理職の主体的かつ計画的な研修 

受講を促進する。 

○県政諸課題への対応、働きやすく風通しの良い職場の実現、コンプライアンスの遵守に資する人材による 

組織運営ができるよう、管理職の人事評価制度を見直すとともに、課長級への昇任基準を導入する。 

 

人事評価制度の見直しと課長級への昇任基準の導入 
 

方  針 

３つのポイント 

資料４ 

1２ 



 

 

 

 
 
 

・目標設定の１つに、働き方・職場環境改革に関する目標を１つ以上設定 

（例）課内におけるハラスメントを防止するため、○○（時期）までに、○○○○（具体的な手法又はしくみ等）を実施する。 
 

 

 ・管理監督能力における働き方・職場環境改革及びコンプライアンス遵守に関する評価項目を充実 
     

評価項目 着 眼 点 

①業務管理 課の課題解決のため、指導力を発揮し、部下を統率することができる。 

②勤務時間管理 課の責任者として、部下職員の健康増進及び公務能率向上のため、勤務時間管理を適切に行うことができる。 

③ﾊﾗｽﾒﾝﾄの防止・ 

 ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽの遵守 

【新規】 

ハラスメントの防止・コンプライアンスの遵守に取り組んでいる。 
・自らがハラスメントをしないという意識を持ち、ハラスメントに該当するような行為を行わなかった。 
・職場でのハラスメント防止の観点から、日頃から職員の行為に気を配り、職員への注意喚起を行ったり、相談
等に対して適切に対応した。  

・職員が働きやすい環境づくりのためにコミュニケーション（声かけ、傾聴、雰囲気づくり等）をとった。 
・相手の属性・役職などに関わらず、裏表のない誠実な態度で接した。   
・自分の常識ややり方に固執せず、周囲の意見に耳を傾けた。 
・業務に関わる法令等の遵守のために必要なチェック・指導を行った。 
・不適正な事務処理の解消を図るため、関係法令等に基づき、行政文書を適正に管理するとともに、会計事務を
適正に執行した。 

④働き方・組織人材・オフィス改革 

【新規】 

働き方・組織人材・オフィス改革に取り組んでいる。 
・職員のメンタルヘルス不調を未然に防止するなど、職員の健康リスクを生じさせない職場環境を整えた。 
・職員が新たな課題に先取的に取り組み、業務の効果を最大限に発揮できるよう、業務の見直しに取り組んだ。 
・性別や年齢、障害の有無を問わず、職員が個々の事情に応じた働き方を選択し、その能力を最大限発揮できる 
職場環境を整えた。    

・民間企業など外部の人材の積極的活用や、組織内において円滑に横連携するなど、自由闊達で風通しの良い職 
場環境を整えた。     

・若手職員や中堅職員が主体的に、意欲的な課題設定や組織運営上の意思決定ができる職場環境を整えた。  
・失敗を恐れず果断に挑戦できる人材の育成に取り組んだ。 

１．管理職の人事評価の見直し 

 
【対 応】管理職の働き方・職場環境改革に係る取組を評価するとともに、コンプライアンスの遵守についても､ 

より適切に評価できる人事評価制度に見直す。 

能力評価 

業績評価 

1３ 



 

 

 

 

 

       標準以上の能力 ＋ コンプライアンス遵守に反する事案が発生していないこと ＋ 一定の経験年数 
  

  要  件 客観的指標 

能 
 

力 

基 礎 能 力 
標準以上の「規律性」、「責任感」、「積極性」、「協調
性」、「知識・技能」、「折衝・調整力」、「人材養成能
力」を有すること 

直近２年間（※）における（以下同じ） 
当該項目における人事評価が全て「３」以上 
※R7年度向け人事では、R4・R5 年度の評価結果を活用 

業務遂行能力 標準以上の「業務遂行能力」を有すること 当該項目における人事評価が全て「３」以上 

管理監督能力 

標準以上の「管理監督能力」を有すること 
＜管理監督能力の評価項目＞ 
 ①業務管理 
 ②勤務時間管理 
 ③[新]ハラスメントの防止・コンプライアンスの遵守 
 ④[新]働き方・組織人材・オフィス改革 

当該項目における人事評価が全て「３」以上 
かつ、 
本人及び部下職員において、昇任前１年間に 
 ①ハラスメント事案が発生していないこと 
 ②不適正な事務処理事案が発生していないこと 
※部下職員の場合は職場内における非違行為に対する地公 
法に基づく懲戒処分に限る 

経験年数 課長補佐級・出先課長級を２年以上経験していること  
 

       必須条件を満たす職員のうち、下記の要件を満たす者の昇任を優先的に検討 
  
 要  件 客観的指標 

顕著な業績 
県政の課題解決、職場環境の
改善に向け、顕著な業績が認
められること 

直近２年間（※）における業績評価が「３」以上かつ、上期・下期の業績評価
のいずれかが「４」以上。併せて、顕著な業績が認められること。 
なお、以下の手続きにより、公平性・公正性を担保 
①組織・人事管理責任者等が人事課に要件に該当する職員を報告 

（顕著な業績の内容、当該職員の貢献度等） 
②人事配置の際に当該職員の昇任の可否を検討 

（人事評価の結果、所属の意見、職員からの申告も考慮） 
※R7年度向け人事では、R5年度の上期・下期、R6年度上期の評価結果を活用  

※人事評価結果対象外の職員（退職派遣等）の評価は、所属長の意見等を踏まえて適切に判断 

２．課長級への昇任基準の導入（基準導入後の人事異動から適用） 

 

【対 応】課長級への昇任について、客観的指標に基づく要件を設定し、人事配置の検討過程では、当該要件に基 

づき、昇任の可否を検討する。 

 

Ｒ６年度から本格実施する 
「モニタリング調査」と 
「３６０度評価」を参考に評価 

必須条件 

優先条件 

1４ 



 

 

 

 

 

 

職に求められるスキルレベルと自身のスキルレベルのギャップを可視化 

 

     ＜所属長（課長級）に求められるスキルレベルと職員Ａのスキルレベル＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員の主体的かつ計画的な研修受講を促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜研修・資格＞ ＜受講・取得済＞ ＜受講・取得時期＞

○○○○○○○○○資格（20点） － Ｒ○年○月予定

○○○○○○○○○研修（20点） － Ｒ○年○月予定

○○○○○○○○○研修（30点） ○ Ｒ○年○月済

○○○○○○○○○研修（20点） ○ Ｒ○年○月済

○○○○○○○○○研修（10点） ○ Ｒ○年○月済

職員Ａの
スキルレベル

60点

ギャップ

◇スキル項目・求められるスキ 

ルレベル 

→人事課が設定（職階ごと） 

◇職員Ａのスキルレベル 

 →職員Ａが主体的に設定 

（必要に応じて上司が助言） 

   

◇スキル項目ごとの研修メニ 

ュー 

→キャリア・ワーク・サクセ 

スセンターと連携し、 

設定・充実 

◇研修の受講 

 →職員Ａが計画を策定・受講 

３．管理職のスキルアップを支援（Ｒ６年度中に運用開始） 

 

【対 応】職に求められるスキルレベルと自身のスキルレベルのギャップを可視化することで、管理職の主体的 

かつ計画的な研修受講を促進する。 

Ｓｔｅｐ１ 

Ｓｔｅｐ２ 

1５ 



特に重要な意思決定

・ 条例等の制定、改廃 ・ 協定の締結 など

職員の業務権限の見直し

意思決定過程における職員の業務権限を見直し、

職員が職責に応じて責任ある業務を主体的に担える体制を整備

知

事

・ 告示、公告及び公表

・ 通知、照会、回答

など

部

長

・ 行政文書、個人情報の開示

・課員の服務に関する願い及び届の処理 など

課

長

・ なし

課
長
補
佐

・ 条例等の制定、改廃 ・ 協定の締結

・要綱の制定、改廃 ・ 入札参加停止 など

重要な意思決定

・ 要綱の制定、改廃 ・ 入札参加停止

・重要な告示、公告及び公表
・重要な通知、照会、回答 など

一般的、定型的な意思決定

・ 一般的、定型的な告示、公告及び公表

・ 一般的、定型的な通知、照会、回答

・ 行政文書、個人情報の開示 など

軽易な意思決定

・ 課員の服務に関する願い及び届の処理 など

※必要に応じて上位権者への相談、報告を実施

現 状 見直しの方向性権限

今後、関係規程の改正作業に着手

資料５

1６

知

事

部

長

課

長

課
長
補
佐

権限



県庁の働き方・職場環境改革推進会議

＜ 概 要 ＞ 勤務状況や健康状況等について共通認識を持ち、「奈良県行政運営の基本計画」の
実施状況をフォローアップしながら、県庁改革を推進

＜メンバー＞ 知事、副知事、部局長等

職員研修

ジェンダー平等推進ワーキング・グループの設置 資料６

業務の量・粒度・やり方
の見直し

新たなモニタリング
・評価制度

職員の「子育てに関与する

率100%を実現」するために、

具体的な取組や検証方法、

ロールモデルの周知等につ

いて検討

新設

性別を問わず、職員が能力

を最大限発揮できる職場環

境を整えるため、県庁にお

けるジェンダーギャップ解

消の取組を推進

ジェンダー平等推進

令和５年７月設置 令和６年２月設置

育休取得促進メンタルヘルス

ワーキング・グループ

１７


